
金融監督等にあたっての留意事項について（新ＳＰＣ法）新旧対照表

改 正 後 現 行

10Ａ－５ その他 10Ａ－５ その他

租税特別措置法第８３条の７第１項の規定に基づく登録免許税軽減のための同法施行 租税特別措置法第８３条の７の規定に基づく登録免許税軽減のための同法施行規則第

規則第３１条の９第１項に規定する証明書の発行及び地方税法施行令附則第７条第９項 ３１条の９に規定する証明書の発行については、以下のとおり取り扱うものとする。

の規定に基づく不動産取得税の軽減のための同法施行規則第３条の２の８に規定する証 なお、租税特別措置法第８３条の７の規定の適用を受けることができる日は、当該

明書の発行については、以下のとおり取り扱うものとする。 特定資産取得から１年を経過した日（初日不算入）であることに留意するものとする。

なお、租税特別措置法第８３条の７第１項の規定の適用を受けることができる日は、

当該特定資産取得後１年以内であることに留意するものとする。

10Ａ－５－１ 所有権の移転の登記の登録免許税軽減に係る証明書の発行 10Ａ－５－１ 所有権の移転の登録免許税軽減に係る証明書の発行

(1) （略） (1) （略）

(2) 申請者に、証明申請書の所定の事項の記入を求めるとともに、当該不動産の取得日 (2) 申請者に、証明申請書の所定の事項の記入を求めるとともに、申請書に記載され

等を確認するため、以下のとおり添付書類の提出を求めるものとする。 た取得日を確認するため、不動産売買契約書写し等の添付を求めるものとする。

①申請者による当該登記に係る不動産の所有権の取得日を確認することができるもの

・ 不動産売買契約書写し 等

② 租税特別措置法第８３条の７第１項第２号の要件を満たすことを証する書面

・ 適宜の様式により、当該登記に係る不動産の取得時点における特定不動産の価

額の合計額及び特定資産の価額の合計額を明記し、特定不動産の割合が百分の七

十五以上となることを取締役名で証明した書面（同号ロに該当する場合には、各

特定資産の取得時毎に特定不動産の価額の合計額及び特定資産の価額の合計額を

明記し、当該登記に係る不動産の取得により、特定不動産の割合が百分の七十五

以上となることを取締役名で証明した書面）

(3) 証明申請書の提出があった場合には、申請書の記載事項につき、特定目的会社名簿、 (3) 証明申請書の提出があった場合には、申請書の記載事項につき、特定目的会社名簿、

業務開始届出時の添付書類及び証明申請書添付書類により、 業務開始届出時の添付書類及び証明申請書添付書類により、

① （略） ① （略）

② 当該届出時に提出された資産流動化計画に、法第２条第１０項に規定する資産対 ② 当該届出時に提出された資産流動化計画に、資産対応証券を発行する旨の記載が

応証券を発行する旨の記載があること あること



改 正 後 現 行

③ 当該届出時に提出された資産流動化計画において特定不動産の価額の合計額の当 ③ 当該届出時に提出された資産流動化計画において特定目的借入れについての定め

該特定目的会社が保有する特定資産の価額の合計額に占める割合（以下「特定不動 があるときは、当該特定目的借入れの借入先が特定出資者ではないこと

産の割合」という。）を百分の七十五以上とする旨の記載があること

④ 当該届出時に提出された資産流動化計画において法第２条第１１項に規定する特 ④ 別紙様式６に記載された不動産が租税特別措置法第８３条の７に規定する特定不

定目的借入れについての定めがあるときは、特定目的借入れの借入先が特定出資者 動産等に該当し、当該特定目的会社が保有する特定資産の価額の合計額に占める特

ではないこと 定不動産等の価額の合計額の割合が百分の五十を超えていること

⑤ 別紙様式６に記載された不動産が租税特別措置法第８３条の７第１項に規定する

特定不動産に該当し、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること

イ 特定不動産の割合が百分の七十五以上であること

ロ 特定目的会社が本ガイドラインに従い証明を受けようとする不動産を取得する

ことにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること

⑥ 当該不動産の取得日が添付書類により確認できる日付であること ⑤ 当該不動産の取得日が添付書類により確認できる日付であること

を確認のうえ、証明書を発行するものとする。 を確認のうえ、証明書を発行するものとする。

10Ａ－５－２ 質権又は抵当権の移転の登記の登録免許税軽減に係る証明書の発行 10Ａ－５－２ 質権又は抵当権の移転の登記の登録免許税軽減に係る証明書の発行

(1) （略） (1) （略）

(2) （略） (2) （略）

(3) 証明申請書の提出があった場合には、申請書の記載事項につき、特定目的会社名 (3) 証明申請書の提出があった場合には、申請書の記載事項につき、特定目的会社名

簿、業務開始届出時の添付書類及び証明申請書添付書類により、 簿、業務開始届出時の添付書類及び証明申請書添付書類により、

① （略） ① （略）

② 当該届出時に提出された資産流動化計画に、法第２条第１０項に規定する資産 ② 当該届出時に提出された資産流動化計画に、資産対応証券を発行する旨の記載

対応証券を発行する旨の記載があること があること

③ 当該届出時に提出された資産流動化計画において特定不動産の価額の合計額の

特定目的会社が保有する特定資産の価額の合計額に占める割合（以下「特定不動

産の割合」という。）を百分の七十五以上とする旨の記載があること

④ 当該届出時に提出された資産流動化計画において法第２条第１１項に規定する ③ 当該届出時に提出された資産流動化計画において特定目的借入れについての定

特定目的借入れについての定めがあるときは、当該特定目的借入れの借入先が特 めがあるときは、当該特定目的借入れの借入先が特定出資者ではないこと

定出資者ではないこと



改 正 後 現 行

④ 別紙様式７に記載される不動産の質権又は抵当権が設定された指名金銭債権が

租税特別措置法第８３条の７に規定する特定不動産等に該当し、当該特定目的会

社が保有する特定資産の価額の合計額に占める特定不動産等の価額の合計額の割

合が百分の五十を超えていること

⑤ （略） ⑤ （略）

を確認のうえ、証明書を発行するものとする。 を確認のうえ、証明書を発行するものとする。

10Ａ－５－３ 不動産取得税の軽減に係る証明書の発行 （新規）

(1) 特定目的会社からの証明申請書及び財務局長が発行する証明書は、別紙様式第８

号によるものとする。

(2) 申請者に、証明申請書の所定の事項の記入を求めるとともに、当該不動産の取得

日等を確認するため、以下のとおり添付書類の提出を求めるものとする。

①申請者による当該登記に係る不動産の所有権の取得日を確認することができるもの

・ 不動産売買契約書の写し 等

②地方税施行令附則第７条第１０項の要件を満たすことを証する書面

・ 適宜の様式により、当該登記に係る不動産の取得時点における特定不動産の

価額の合計額及び特定資産の価額の合計額を明記し、特定不動産の割合が百分

の七十五以上となる特定目的会社が当該不動産を取得するものであることを取

締役名で証明した書面（同項第２号に該当する場合には、各特定資産の取得時

毎に特定不動産の価額の合計額及び特定資産の価額の合計額を明記し、当該登

記に係る不動産を取得することにより特定不動産の割合が百分の七十五以上と

なる特定目的会社が当該不動産を取得するものであることを取締役名で証明し

た書面）

(3) 証明申請書の提出があった場合には、申請書の記載事項につき、特定目的会社名

簿、業務開始届出時の添付書類及び証明申請書添付書類により、

① 申請者が法第３条第１項の規定による届出を行った特定目的会社であること

② 当該届出時に提出された資産流動化計画に、法第２条第１０項に規定する資産

対応証券を発行する旨の記載があること



改 正 後 現 行

③ 当該届出時に提出された資産流動化計画において法第２条第１１項に規定する

特定目的借入れについての定めがあるときは、特定目的借入れの借入先が特定出

資者ではないこと

④ 当該届出時に提出された資産流動化計画において特定不動産の価額の合計額の

当該特定目的会社が保有する特定資産の価額の合計額に占める割合（以下「特定

不動産の割合」という。）を百分の七十五以上とする旨の記載があること

⑤ 別紙様式８に記載された不動産が地方税法施行令附則第７条１０項に規定する

次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること

イ 特定不動産の割合が百分の七十五以上である特定目的会社が取得するもので

あること

ロ 特定目的会社が本ガイドラインに従い証明を受けようとする不動産を取得す

ることにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となる特定目的会社が取

得するものであること

⑥ 当該不動産の取得日が添付書類により確認できる日付であること

を確認のうえ、証明書を発行するものとする。



改 正 後 現 行

別紙様式６（ひな型） 別紙様式６（ひな型）

（日本工業規格Ａ４） （日本工業規格Ａ４）

証 明 申 請 書 証 明 申 請 書

平成 年 月 日 平成 年 月 日

財務（支）局長 殿 財務（支）局長 殿

申請者 本 店 申請者 本 店

商 号 （会社名） 商 号 （会社名）

取締役 （氏名） 印 取締役 （氏名） 印

申請者が と 年 月 日をもって売買契約を締結した別紙記載の 申請者が から 年 月 日をもって取得をした別紙記載の不動産

不動産に関する所有権の移転の登記につき、租税特別措置法第８３条の７第１項の規定 に関する所有権の移転の登記につき、租税特別措置法第８３条の７の規定の適用を受け

の適用を受けたいので、租税特別措置法施行規則第３１条の９第１項に規定する事項を たいので、租税特別措置法施行規則第３１条の９に規定する事項を証する書類の交付を

証する書類の交付を申請します。 申請します。

添付書類：不動産売買契約書（写）等、申請者による当該登記に係る不動産の所有権 添付書類：不動産売買契約書（写）等、申請者が当該登記に係る不動産の所有権を取

の取得日が確認することができるもの 得した日を確認することができるもの

：租税特別措置法第８３条の７第１項第２号の要件を満たすことを証する書

面

証 明 書 証 明 書

１．申請者は、租税特別措置法（以下「法」という。）第８３条の７第１項第１号に掲 １．申請者は、租税特別措置法（以下「法」という。）第８３条の７第１号に掲げる要

げる要件を満たしている特定目的会社である。 件を満たしている特定目的会社である。

２．申請者による からの別紙記載の不動産の取得は、法第８３条の７第１ ２．申請者による からの別紙記載の不動産の取得は、法第８３条の７に規

項に規定する資産の流動化に関する法律第２条第４項に規定する資産流動化計画に基 定する資産の流動化に関する法律第２条第４項の資産流動化計画に基づくものであり、

づくものであり、取得する当該不動産は、法第８３条の７第１項に規定する特定不動 取得した当該不動産は、法第８３条の７第２号に掲げる要件を満たす同条に規定する

産に該当し、以下のとおり同項第２号に掲げる要件を満たしている。 特定不動産等に該当する。

同号イに該当する場合 １００分の

同号ロに該当する場合 １００分の

（当該不動産取得前 １００分の ）

３．申請者の上記２．に係る特定不動産の取得日は平成 年 月 日であり、こ ３．申請者が上記２．の所有権を取得したのは平成 年 月 日であり、この証

の証明書により法第８３条の７第１項の規定の適用を受けることができる期限は平成 明書により法第８３条の７の規定の適用を受けることができる期限は平成 年

年 月 日である。 月 日である。

以上のとおり証明する。 以上のとおり証明する。

平成 年 月 日 平成 年 月 日

財務（支）局長 ○○ ○○ 印 財務（支）局長 ○○ ○○ 印

別紙 （略） 別紙 （略）



改 正 後 現 行

別紙様式７（ひな型） 別紙様式７（ひな型）

（日本工業規格Ａ４） （日本工業規格Ａ４）

証 明 申 請 書 証 明 申 請 書

平成 年 月 日 平成 年 月 日

財務（支）局長 殿 財務（支）局長 殿

申請者 本 店 申請者 本 店

商 号 （会社名） 商 号 （会社名）

取締役 （氏名） 印 取締役 （氏名） 印

申請者が から 年 月 日をもって売買契約を締結した指名金銭 申請者が から 年 月 日をもって取得をした指名金銭債権に伴

債権に伴う別紙記載の不動産の質権又は抵当権の移転の登記につき、租税特別措置法第 う別紙記載の不動産の質権又は抵当権の移転の登記につき、租税特別措置法第８３条の

８３条の７第１項の規定の適用を受けたいので、租税特別措置法施行規則第３１条の９ ７の規定の適用を受けたいので、租税特別措置法施行規則第３１条の９に規定する事項

第１項に規定する事項を証する書類の交付を申請します。 を証する書類の交付を申請します。

添付書類：債権譲渡契約書（写）等、申請者による当該登記に係る指名金銭債権の取 添付書類：債権譲渡契約書（写）等、申請者が当該登記に係る指名金銭債権を取得し

得日を確認することができるもの た日を確認することができるもの

証 明 書 証 明 書

１．申請者は、租税特別措置法（以下「法」という。）第８３条の７第１項第１号に掲 １．申請者は、租税特別措置法（以下「法」という。）第８３条の７第１号に掲げる要

げる要件を満たしている特定目的会社である。 件を満たしている特定目的会社である。

２．申請者による からの別紙記載の不動産の質権又は抵当権が設定された ２．申請者による からの別紙記載の不動産の質権又は抵当権が設定された

指名金銭債権の取得は、法第８３条の７第１項に規定する資産の流動化に関する法律 指名金銭債権の取得は、法第８３条の７に規定する資産の流動化に関する法律第２条

第２条第４項に規定する資産流動化計画に基づくものであり、取得する当該指名金銭 第４項の資産流動化計画に基づくものであり、取得した当該指名金銭債権は、法第８

債権は、法第８３条の７第１項に掲げる要件を満たす指名金銭債権に該当する。 ３条の７第２号に掲げる要件を満たす同条に規定する指名金銭債権に該当する。

３．申請者の上記２．に係る指名金銭債権の取得日は平成 年 月 日であり、 ３．申請者が上記２．の指名金銭債権を取得したのは平成 年 月 日であり、

この証明書により法第８３条の７第１項の規定の適用を受けることができる期限は平 この証明書により法第８３条の７の規定の適用を受けることができる期限は平成

成 年 月 日である。 年 月 日である。

以上のとおり証明する。 以上のとおり証明する。

平成 年 月 日 平成 年 月 日

財務（支）局長 ○○ ○○ 印 財務（支）局長 ○○ ○○ 印

別紙 （略） 別紙 （略）



改 正 後 現 行

別紙様式８（ひな型） （新規）

（日本工業規格Ａ４）

証 明 申 請 書

平成 年 月 日

財務（支）局長 殿

申請者 本 店

商 号 （会社名）

取締役 （氏名） 印

申請者が と 年 月 日をもって売買契約を締結した別紙記載の

不動産に関する不動産取得税につき、地方税法施行令附則第７条第９項の規定の適用を

受けたいので、地方税法施行規則第３条の２の８に規定する事項を証する書類の交付を

申請します。

添付書類：不動産売買契約書（写）等、申請者が当該登記に係る不動産の所有権の取

得日を確認することができるもの

：地方税法施行令附則第７条第１０項の要件を満たすことを証する書面

証 明 書

１．申請者は、地方税法（以下「法」という）施行令附則第７条第９項に掲げる要件を

満たしている特定目的会社である。

２．申請者による からの別紙記載の不動産の取得は、法附則第１１条第１７

項に規定する資産の流動化に関する法律第２条第４項の資産流動化計画に基づくもの

であり、取得する当該不動産は、以下のとおり法施行令附則第７条第１０項の要件を

満たす特定目的会社が行うものである。

同項第１号に該当する場合 １００分の

同項第２号に該当する場合 １００分の

（当該不動産取得前 １００分の ）

３．申請者の上記２．に係る不動産の取得日は平成 年 月 日である。

以上のとおり証明する。

平成 年 月 日

財務（支）局長 ○○ ○○ 印



改 正 後 現 行

（別 紙） （新規）

［不動産の表示］

土 地 の 所 在 地番 地目 地 積

㎡

建 物 の 所 在 家屋番号 種類 構造 床面積

㎡

（注）表示内容については、いずれも登記簿の記載に合わせて記載する。


